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環境経済学 講義資料１2
生物多様性

松本 茂

t71092@aoyamagakuin.jp

 ビデオ 地球生き物 いのちつながり

 http://www.japangreen.tv/ch03biodiversity/bio02/344.ht
ml

生物多様性とは

生態系サービスの価値

 The Value of the world’s ecosystem services and 
natural capital (Costanza et al. Nature 1997)
 海洋や森林といった16種類の生体群系が提供する食糧
供給や水供給やレクリエーションといった17種類の生態系
サービスの価値を推計。

 世界全体でその価値は年間3,300兆円に達すると報告。
 これは、世界全体のＧＤＰの総計値1,800兆円よりも相当
大きい。

対象地域

環境の役割
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 2008年5月にドイツのボンで開催された生物多様性条約第9
回締約国会議（COP9）に提出された、生態系サービスの経
済的価値などについての報告書。ドイツのガブリエル環境大
臣と欧州委員会のディマス環境委員の提案により、ドイツ銀
行取締役のエコノミスト、ババン・スクデフ氏らの研究チーム
が実施した研究「生態系と生物多様性の経済学」と題された
中間報告のこと。2006年10月に経済学者ニコラス・スターン
卿（Sir Nicholas Stern）がイギリス政府に提出した「気候変動
の経済学（The Economics of Climate Change）」の生物多様
性版であることから、この通称名がついた。
報告書では、2000年から50年に世界でオーストラリアの面
積に匹敵する750万平方kmの自然地域が農地などに変換さ
れて失われ、生物多様性の経済的損失は年間1兆3,500
億?3兆1,000億ユーロ（230兆?530兆円）であることなどが示さ
れている。

 ＥＩＣネットより

生物多様性版スターン報告

 どの生物達がどの様にかかわりあっているのか良く分かって
いない。

 Ｗｈａｔ ｗｅ ｋｎｏｗ ａｂｏｕｔ ｓｐｅｃｉｅｓ． Ｈｅｙｗｏｏｄ
ａｎｄ Ｗａｔｓｏｎ

 そもそもどの様な生物がいるか良く分かっていない。
 バクテリア，藻，菌，虫などについては、見つかっていない
ものがたくさんある。

 日々の生活でかかわりのある生物しか良く分かっていな
い。

限られた知見
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絶滅の速度

出展： いのちは支えあう
生物多様性国家戦略

絶滅危惧種
• Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｕｎｉｏｎ ｆｏｒ Ｃ
Ｃｏｎｃｅｒｖａｔｉｏｎ Ｎａｔｕｒｅ anｄ
Ｎａｔｕｒａｌ Ｒｅｓｏｕｃｅｓ（レッドリス
ト）

• 記述済み 各種資料に記載されて
いる動植物の数

• 評価済み ＩＵＣＮで評価がなされ
ている生物種

• カギ虫： ビデオ

 日本のレッドデータ http://www.jpnrdb.com/index.html
 絶滅（EX）：我が国ではすでに絶滅したと考えられる種
 絶滅危惧I類（CR＋EN）：絶滅の危機に瀕している種
 絶滅危惧II類（VU）：絶滅の危険が増大している種
 準絶滅危惧（NT）：現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条
件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

 情報不足（DD）：評価するだけの情報が不足している種
 付属資料「絶滅のおそれのある地域個体群（LP）」：地域的に孤
立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの

日本の絶滅危惧種 神奈川県の絶滅危惧種

ヒメミミズ 絶滅危惧Ｉ類

出展：
http://gecko2005.exblog.j
p/11913526/

ヒメコウモリ 絶滅危惧Ｉ類
出展： http://www.nara-
edu.ac.jp/ECNE/bat/photo/
hina.htm
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 多様性を図る指標
1. 生態系の多様性（Ecological Diversity）

 生態生息地域の多様性（森林、河川、湿原、干潟など）

2. 種の多様性（Species Diversity）
 特定の域内における種の数（動物、植物、細菌など）

3. 遺伝子の多様性（Genetic Diversity）
 種の間の遺伝子構成の多様性

生物多様性の評価

• 1エーカー当たりの哺乳類の数を最大化する。
• Ｏｐｔｉｏｎ Ａ ＞ Ｏｐｔｉｏｎ Ｂ， Ｏｐｔｉｏｎ Ｂ ＝ Ｏｐｔｉｏｎ Ｃ

• 1エーカー当たりの生物種の数を最大化する。
• Ｏｐｔｉｏｎ Ｂ ＞ Ｏｐｔｉｏｎ Ａ， Ｏｐｔｉｏｎ Ｃ ＞ Ｏｐｔｉｏｎ Ｂ

• 1エーカー当たりの科目の数を最大化する。
• Ｏｐｔｉｏｎ Ａ ＝ Ｏｐｔｉｏｎ Ｂ， Ｏｐｔｉｏｎ Ｃ ＞ Ｏｐｔｉｏｎ Ｂ

• 自然である。

• Ｏｐｔｉｏｎ Ｂ ＝ Ｏｐｔｉｏｎ Ａ， Ｏｐｔｉｏｎ Ｂ ＞ Ｏｐｔｉｏｎ C

Ｂｉｏｄｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｓｕｒｖｅｙ
 野生動物保護への支払
い意志額（例：Northern 
Spotted Owl）
 アメリカに生息している
絶滅の恐れのあるフク
ロウ

 生物学者の間でも保護
する必要があるかどう
かについても意見は分
かれた。

 生息地域を保護するべ
きかどうかの経済評価
が行われた。

生物多様性の経済評価
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1つがいのフクロウが巣を構えて生活するために3,000エーカーの保護森林
を必要とする。
95％の確率でフクロウの保護をするためには、2,400個の巣が必要である。

1. 人間活動や開発による危機
2. 里山など人間活動の縮小による危機
3. 人間により持ち込まれたものによる危機（外来
種や化学物質）

 http://www.env.go.jp/nature/intro/

4. 地球温暖化による危機（サンゴ礁）

生物多様性に迫る危機

 珊瑚は、クラゲやイソギンチャクと同じ腔腸動物の仲
間で、褐虫藻という藻類と共生している。

 珊瑚は光合成を行う褐虫藻から酸素とエネルギーを
貰い、代わりに褐虫藻に光合成に必要な二酸化炭素
を供給している。

 温暖化によって水温が上昇してプランクトンが大量発
生するようになると、褐虫藻は光合成に必要な太陽光
を得ることができなくなる。

 褐虫藻を失った珊瑚は酸素・栄養供給源を失い、軸
となる石灰部分だけを残し白化する。

 参考写真 http://divedeep.sakura.ne.jp/cb/cb-j-
min.htm

地球温暖化による
サンゴ礁の白化現象
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生物多様性をめぐる世界の動き

出展：
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/
pr/wakaru/topics/vol46/index.html

 正式名称は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関す
る条約」。条約が採択されたイランの町名にちなんでラムサール条約
と呼ばれる。
締約国が国際協力により湿地の保全や賢明な利用（ワイズユース＝

wise use）を進めることが目的。締約国には、国際的に重要な湿地の
登録や、登録地の保全と国内湿地の適正利用促進計画の作成、湿
地管理者への研修の促進、国際協力の推進などが求められる。1971
年採択、1975年発効。
締約国数は150カ国、登録された国際的重要湿地数は1，558件、総
面積約1億3千万ha（2006年1月現在）。日本は1980年に署名し、平成
17年11月の第9回締約国会議で20カ所の国内湿地が「国際的に重要
な湿地に係る登録簿」に掲載され、合計33カ所が登録されている。

 ＥＩＣネットより

ラムサール条約

 正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関す
る条約」。1973年に米国ワシントンで行われた会議で採択され、1975年
に発効した。会議開催地にちなみワシントン条約、または英語正式名
称の頭文字をとってCITESと略称される。
条約の目的は、野生動植物種の国際取引がそれらの存続を脅かす
ことのないよう規制することである。絶滅のおそれの程度により、野生
生物種を附属書I（商業目的の国際取引が原則禁止）、附属書II（商取
引に輸出国の許可が必要）、附属書III（IIとほぼ同じ扱い、原産国が
独自に決められる）に掲載し、国際取引が規制される。締約国は、附
属書に掲載された特定の種について、留保を付すことにより、条約に
よる規制を受けないでいることができる。2～3年ごとに締約国会議が
開かれ、附属書の改訂や条約運用の細則などが話し合われる。2005
年2月現在の締約国数は167カ国。日本は1980年に加盟した。

 ＥＩＣネットより

ワシントン条約

 1992年にリオ・デ・ジャネイロ（ブラジル）で開催された国連環
境開発会議（地球サミット）で採択された条約のひとつで、正
式名称は「生物の多様性に関する条約」。翌1993年発効。こ
の条約では、生物の多様性を「生態系」、「種」、「遺伝子」の
3つのレベルで捉え、生物多様性の保全、その構成要素の
持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正
な配分を目的としている。
締約国に対し、その能力に応じ、保全、持続可能な利用の
措置をとることを求めるとともに、各国の自然資源に対する
主権を認め、資源提供国と利用国との間での利益の公正か
つ公平な配分を求めている。

生物多様性条約
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 遺伝子組換え生物等（LMO: Living Modified Organism）の国境を越
える移動に関する手続き等を定めた国際的な枠組み。1995年に開催
された生物多様性条約第2回締約国会議で議定書の検討を行うこと
が合意され、1999年コロンビアのカルタヘナで開催された特別締約国
会議で議定書の内容が討議されたのち、翌2000年に再開された会議
で採択された。正式名称は「バイオセーフティに関するカルタヘナ議
定書｣といい、名称は会議開催地にちなむ。2003年9月に発効し、2010
年2月現在、157の国及び地域が批准・締結している。
議定書は、LMOの輸出入（人間用の医薬品を除く）に当たり、（1）栽
培用種子など環境中に意図的に放出されるものについては、事前に
輸入国に通報し、輸入国の合意が必要、（2）食用・飼料用・加工用の
穀物等については、そのＬＭＯの国内利用について最終的な決定を
行った締約国はバイオセーフティに関する情報交換センター（BCH）を
通じてその決定を他の締約国に通報し、輸入国は自国の国内規制の
枠組みに従い輸入について決定することができること、などを主な内
容とする。

カルタヘナ議定書
 遺伝子組換え生物の国境を越える移動から生物多様性に
損害が生じた場合、誰がその損害に対して賠償責任をおう
のか？

 ⇒ （責任と救済に関する）名古屋・クアラルンプール補足議
定書」

 各国政府が原因事業者を特定して原状回復や賠償を求めるこ
とや政府による代執行、基金の創設などに関する事項を定めて
いる。

 遺伝資源を利用した研究開発によって得られる利益を遺伝
資源の提供者と利用者の間でどの様に配分するべきか？

 ⇒ 遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）に関する名古
屋議定書

 埋まらない溝（派生・加工品の取り扱い，過去の遺伝子利用，
不正利用への対処）

ＣＯＰ１０

 2020年に向けた生態系保全を中心とした目標
 生物多様性の認識を高めること
 持続可能な漁業を促進すること
 絶滅危惧種のなかでももっとも減退している種の保全状
況を改善すること

 悪化した生態系の15％以上を回復すること
 陸地17％、海域10％を保全すること

愛知ターゲット

 「生物多様性国家戦略2010」における目標
 ◆中長期目標（2050 年）
 生物多様性の状態を現状以上に豊かなものとする
 ◆短期目標（2020 年）
 生物多様性の損失を止めるために、2020 年までに、

 生物多様性の状況の分析・把握、保全活動の拡大
 生物多様性を減少させない方法の構築、持続可能な利
用

 生物多様性の社会への浸透、新たな活動の実践

 具体的な行動計画についてはネットでも入手可能

生物多様性保護への取り組み状況


